
建 技 第 ６２７ 号

平成２８年３月１５日

部内各所属長 殿

建設技術企画課長

基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずるべき措置の制定について

標記のことについて、平成２８年３月４日付けで国土交通省土地・建設産業局建設業課

長より、別紙のとおり連絡がありましたので送付します。

本県土木部が発注する基礎ぐい工事においても、告示及びガイドライン等に基づき適切

に施工管理されますようお願いします。

参考：国土交通省報道発表

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000403.html

担当：技術指導係
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